
京都市介護保険法に基づく事業及び施設の人員，設備及び運営の基準等に関する条例（平

成２５年１月９日京都市条例第   号）（保健福祉局長寿社会部介護保険課） 

 １ 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に

関する法律（平成２３年法律第３７号）及び介護サービスの基盤強化のための介護保

険法等の一部を改正する法律（平成２３年法律第７２号）の施行により介護保険法及

び介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律（平成２３年

法律第７２号）第４条の規定による改正後の健康保険法等の一部を改正する法律（平

成１８年法律第８３号）附則第１３０条の２第１項の規定によりなおその効力を有す

るものとされる同法第２６条の規定による改正前の介護保険法（以下「旧介護保険法」

という。）の一部が改正され，介護保険法（旧介護保険法を含む。）に基づく事業及び

施設の人員，設備及び運営の基準等を条例で定めなければならないこととなったこと

に伴い，当該基準等を定めることとしました。 

 ２ この条例により基準等を定める事業及び施設は，次に掲げるとおりです。 

    指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス（指定居宅サービス以外の居宅サー

ビス又はこれに相当するサービスをいう。）の事業 

    指定地域密着型サービスの事業 

    指定介護老人福祉施設 

    介護老人保健施設 

    指定介護予防サービス及び基準該当介護予防サービス（指定介護予防サービス以

外の介護予防サービス又はこれに相当するサービスをいう。）の事業 

    指定地域密着型介護予防サービスの事業 

    指定介護療養型医療施設 

   この条例は，平成２５年４月１日から施行することとしました。 
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 附則 

   第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は，介護保険法（以下「法」という。）及び介護サービスの基盤強化のた

めの介護保険法等の一部を改正する法律（平成２３年法律第７２号）第４条の規定によ

る改正後の健康保険法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第８３号）附則第１３

０条の２第１項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第２６条の規定に

よる改正前の介護保険法（以下「旧介護保険法」という。）の規定に基づき，事業及び施

設の人員，設備及び運営の基準等を定めるものとする。 

（用語） 

第２条 この条例において使用する用語は，法及び旧介護保険法において使用する用語の

例による。 

   第２章 指定居宅サービス及び基準該当居宅サービスの事業 
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（申請者に係る要件） 

第３条 法第７０条第２項第１号（法第７０条の２第４項において準用する場合を含む。）

に規定する条例で定める者は，法人であり，かつ，京都市暴力団排除条例（以下「暴排

条例」という。）第２条第４号イ及びエに掲げる者でないものとする。 

（人権の擁護及び虐待の防止） 

第４条 指定居宅サービス事業者及び基準該当居宅サービスを提供する事業者（以下「指

定居宅サービス等事業者」という。）は，利用者の人権の擁護及び虐待の防止を図るため，

責任者の設置その他必要な体制の整備を行うとともに，その従業者に対する研修の実施

その他の必要な措置を講じるよう努めなければならない。 

（暴力団の排除） 

第５条 指定居宅サービス及び基準該当居宅サービスの事業を行う事業所の管理者及びこ

れらの事業の利用者の利益に重大な影響を及ぼす業務の全部又は一部について一切の裁

判外の行為をなす権限を有し，又は当該管理者の権限を代行し得る地位にある従業者は，

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員（以

下「暴力団員」という。）であってはならない。 

２ 前項の事業所は，その運営について，暴排条例第２条第４号に規定する暴力団員等（以

下「暴力団員等」という。）の支配を受けてはならない。 

（記録の保存期間） 

第６条 指定居宅サービス等事業者は，指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営

に関する基準（平成１１年厚生省令第３７号。以下この章において「省令」という。）第

３９条第２項各号（省令第４３条において準用する場合を含む。），第５３条の２第２項

各号（省令第５８条において準用する場合を含む。），第７３条の２第２項各号，第８２

条の２第２項各号，第９０条の２第２項各号，第１０４条の２第２項各号（省令第１０

９条において準用する場合を含む。），第１０５条の１８第２項各号，第１１８条の２第

２項各号，第１３９条の２第２項各号（省令第１４０条の１３及び第１４０条の３２に

おいて準用する場合を含む。），第１５４条の２第２項各号（省令第１５５条の１２にお

いて準用する場合を含む。），第１９１条の３第２項各号，第１９２条の１１第２項各号，

第２０４条の２第２項各号（省令第２０６条において準用する場合を含む。）及び第２１

５条第２項各号に掲げる記録（以下この章において「特定記録」という。）については，

その完結の日から５年間保存しなければならない。 



（食費の受領） 

第７条 指定短期入所生活介護事業者（指定居宅サービスに該当する短期入所生活介護の

事業を行う者をいう。），指定短期入所療養介護事業者（指定居宅サービスに該当する短

期入所療養介護の事業を行う者をいう。）及び基準該当短期入所生活介護事業者（基準該

当居宅サービスに該当する短期入所生活介護又はこれに相当するサービスの事業を行う

者をいう。）が，食事の提供に要する費用又は厚生労働大臣の定める利用者等が選定する

特別な居室等の提供に係る基準等（平成１２年３月３０日厚生省告示第１２３号。以下

「告示」という。）の規定に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴

い必要となる費用を利用者から受領するときは，１食を単位として受領しなければなら

ない。ただし，経管栄養（口から食事を取ることが不可能又は困難である者に対し，チュー

ブを用いて栄養剤又は流動食を胃，腸等に直接注入する方法をいう。以下同じ。）による場

合その他の１食を単位としてその費用を設定することが困難である場合は，この限りで

ない。 

（その他の基準） 

第８条 第４条から前条までに定めるもののほか，法第４２条第１項第２号並びに第７４

条第１項及び第２項の規定に基づき条例で定める基準は，省令に定める基準（特定記録

の保存期間に係る基準を除く。）とする。 

   第３章 指定地域密着型サービスの事業 

（入所定員） 

第９条 法第７８条の２第１項（法第７８条の１２において読み替えて準用する法第７０

条の２第４項において準用する場合を含む。）に規定する条例で定める数は，２９人以下

とする。 

（申請者に係る要件） 

第１０条 法第７８条の２第４項第１号（法第７８条の１２において読み替えて準用する

法第７０条の２第４項において準用する場合及び法第７８条の１４第３項において準用

する場合を含む。）に規定する条例で定める者は，法人であり，かつ，暴排条例第２条第

４号イ及びエに掲げる者でないものとする。 

（人権の擁護及び虐待の防止） 



第１１条 指定地域密着型サービス事業者は，利用者又は入所者の人権の擁護及び虐待の

防止を図るため，責任者の設置その他必要な体制の整備を行うとともに，その従業者に

対する研修の実施その他の必要な措置を講じるよう努めなければならない。 

（暴力団の排除） 

第１２条 指定地域密着型サービスの事業を行う事業所の管理者及び当該事業の利用者又

は入所者の利益に重大な影響を及ぼす業務の全部又は一部について一切の裁判外の行為

をなす権限を有し，又は当該管理者の権限を代行し得る地位にある従業者は，暴力団員

であってはならない。 

２ 前項の事業所は，その運営について，暴力団員等の支配を受けてはならない。 

（記録の保存期間） 

第１３条 指定地域密着型サービス事業者は，指定地域密着型サービスの事業の人員，設

備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３４号。以下この章において「省

令」という。）第３条の４０第２項各号，第１７条第２項各号，第６０条第２項各号，第

８７条第２項各号，第１０７条第２項各号，第１２８条第２項各号，第１５６条第２項

各号（省令第１６９条において準用する場合を含む。）及び第１８１条第２項各号に掲げ

る記録（以下この章において「特定記録」という。）については，その完結の日から５年

間保存しなければならない。 

（指定認知症対応型共同生活介護事業所の共同生活住居の数） 

第１４条 省令第９３条第１項に規定する指定認知症対応型共同生活介護事業所は共同生

活住居を有するものとし，その数は，１から３までとする。 

（ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の居室の床面積等） 

第１５条 省令第１６０条第１項に規定するユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設

の居室１室当たりの床面積等の基準は，次に掲げるとおりとする。 

  １３．２平方メートル以上（入居者へのサービスの提供上，居室の定員を２人とす

る必要があると認められる場合にあっては，２１．３平方メートル以上）とすること。 

  前号の規定にかかわらず，ユニットに属さない居室を改修して整備した居室（入居

者同士の視線の遮断の確保ができている場合にあっては，居室を隔てる壁について天

井との間に一定の隙間が生じているものを含む。）については，１０．６５平方メート

ル以上（入居者へのサービスの提供上，居室の定員を２人とする必要があると認めら

れる場合にあっては，２１．３平方メートル以上）とすること。 



（その他の基準） 

第１６条 第１１条から前条までに定めるもののほか，法第７８条の４第１項及び第２項

の規定に基づき条例で定める基準は，省令に定める基準（特定記録の保存期間に係る基

準，省令第９３条第１項に定める基準及び省令第１６０条第１項に定める一の居室の床

面積等に係る基準を除く。）とする。 

第４章 指定介護老人福祉施設 

（入所定員） 

第１７条 法第８６条第１項（法第８６条の２第４項において準用する場合を含む。）に規

定する条例で定める数は，３０人以上とする。 

（人権の擁護及び虐待の防止） 

第１８条 指定介護老人福祉施設は，入所者の人権の擁護及び虐待の防止を図るため，責

任者の設置その他必要な体制の整備を行うとともに，その従業者に対する研修の実施そ

の他の必要な措置を講じるよう努めなければならない。 

（暴力団の排除） 

第１９条 指定介護老人福祉施設の管理者及び指定介護老人福祉施設の入所者の利益に重

大な影響を及ぼす業務の全部又は一部について一切の裁判外の行為をなす権限を有し，

又は当該管理者の権限を代行し得る地位にある従業者は，暴力団員であってはならない。 

２ 指定介護老人福祉施設は，その運営について，暴力団員等の支配を受けてはならない。 

（記録の保存期間） 

第２０条 指定介護老人福祉施設は，指定介護老人福祉施設の人員，設備及び運営に関す

る基準（平成１１年厚生省令第３９号。以下この章において「省令」という。）第３７条

第２項各号（省令第４９条において準用する場合を含む。）に掲げる記録（以下この章に

おいて「特定記録」という。）については，その完結の日から５年間保存しなければなら

ない。 

（ユニット型指定介護老人福祉施設の居室の床面積等） 

第２１条 省令第４０条第１項に規定するユニット型指定介護老人福祉施設の居室１室当

たりの床面積等の基準は，次に掲げるとおりとする。 

  １３．２平方メートル以上（入居者へのサービスの提供上，居室の定員を２人とす

る必要があると認められる場合にあっては，２１．３平方メートル以上）とすること。 

  前号の規定にかかわらず，ユニットに属さない居室を改修して整備した居室（入居



者同士の視線の遮断の確保ができている場合にあっては，居室を隔てる壁について天

井との間に一定の隙間が生じているものを含む。）については，１０．６５平方メート

ル以上（入居者へのサービスの提供上，居室の面積を２人とする必要があると認めら

れる場合にあっては，２１．３平方メートル以上）とすること。 

（その他の基準） 

第２２条 第１８条から前条までに定めるもののほか，法第８８条第１項及び第２項の規

定に基づき条例で定める基準は，省令に定める基準（特定記録の保存期間に係る基準及

び省令第４０条第１項に定める一の居室の床面積等に係る基準を除く。）とする。 

第５章 介護老人保健施設 

（人権の擁護及び虐待の防止） 

第２３条 介護老人保健施設は，入所者の人権の擁護及び虐待の防止を図るため，責任者

の設置その他必要な体制の整備を行うとともに，その従業者に対する研修の実施その他

の必要な措置を講じるよう努めなければならない。 

（暴力団の排除） 

第２４条 介護老人保健施設の管理者及び介護老人保健施設の入所者の利益に重大な影響

を及ぼす業務の全部又は一部について一切の裁判外の行為をなす権限を有し，又は当該

管理者の権限を代行し得る地位にある従業者は，暴力団員であってはならない。 

２ 介護老人保健施設は，その運営について，暴力団員等の支配を受けてはならない。 

（記録の保存期間） 

第２５条 介護老人保健施設は，介護老人保健施設の人員，施設及び設備並びに運営に関

する基準（平成１１年厚生省令第４０号。以下この章において「省令」という。）第３８

条第２項各号（省令第５０条において準用する場合を含む。）に掲げる記録（以下この章

において「特定記録」という。）については，その完結の日から５年間保存しなければな

らない。 

（その他の基準） 

第２６条 前３条に定めるもののほか，法第９７条第１項から第３項までの規定に基づき

条例で定める基準は，省令に定める基準（特定記録の保存期間に係る基準を除く。）とす

る。 

第６章 指定介護予防サービス及び基準該当介護予防サービスの事業 

（申請者に係る要件） 



第２７条 法第１１５条の２第２項第１号（法第１１５条の１１において読み替えて準用

する法第７０条の２第４項において準用する場合を含む。）に規定する条例で定める者は，

法人であり，かつ，暴排条例第２条第４号イ及びエに掲げる者でないものとする。 

（人権の擁護及び虐待の防止） 

第２８条 指定介護予防サービス事業者及び基準該当介護予防サービスを提供する事業者

（以下「指定介護予防サービス等事業者」という。）は，利用者の人権の擁護及び虐待の

防止を図るため，責任者の設置その他必要な体制の整備を行うとともに，その従業者に

対する研修の実施その他の必要な措置を講じるよう努めなければならない。 

（暴力団の排除） 

第２９条 指定介護予防サービス及び基準該当介護予防サービスの事業を行う事業所の管

理者及びこれらの事業の利用者の利益に重大な影響を及ぼす業務の全部又は一部につい

て一切の裁判外の行為をなす権限を有し，又は当該管理者の権限を代行し得る地位にあ

る従業者は，暴力団員であってはならない。 

２ 前項の事業所は，その運営について，暴力団員等の支配を受けてはならない。 

（記録の保存期間） 

第３０条 指定介護予防サービス等事業者は，指定介護予防サービス等の事業の人員，設

備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３５号。以下この章において「省令」という。）

第３７条第２項各号（省令第４５条において準用する場合を含む。），第５４条第２項各

号（省令第６１条において準用する場合を含む。），第７３条第２項各号，第８３条第２

項各号，第９２条第２項各号，第１０６条第２項各号（省令第１１５条において準用す

る場合を含む。），第１２２条第２項各号，第１４１条第２項各号（省令第１５９条及び

第１８５条において準用する場合を含む。），第１９４条第２項各号（省令第２１０条に

おいて準用する場合を含む。），第２４４条第２項各号，第２６１条第２項各号，第２７

５条第２項各号（省令第２８０条において準用する場合を含む。）及び第２８８条第２項

各号に掲げる記録（以下この章において「特定記録」という。）については，その完結の

日から５年間保存しなければならない。 

（食費の受領） 

第３１条 指定介護予防短期入所生活介護事業者（指定介護予防サービスに該当する介護

予防短期入所生活介護の事業を行う者をいう。），指定介護予防短期入所療養介護事業者



（指定介護予防サービスに該当する介護予防短期入所療養介護の事業を行う者をいう。）

及び基準該当介護予防短期入所生活介護事業者（基準該当介護予防サービスに該当する

介護予防短期入所生活介護又はこれに相当するサービスの事業を行う者をいう。）が，食

事の提供に要する費用又は告示の規定に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行

ったことに伴い必要となる費用を利用者から受領するときは，１食を単位として受領し

なければならない。ただし，経管栄養による場合その他の１食を単位としてその費用を

設定することが困難である場合は，この限りでない。 

（その他の基準） 

第３２条 第２８条から前条までに定めるもののほか，法第５４条第１項第２号並びに第

１１５条の４第１項及び第２項の規定に基づき条例で定める基準は，省令に定める基準

（特定記録の保存期間に係る基準を除く。）とする。 

第７章 指定地域密着型介護予防サービスの事業 

（申請者に係る要件） 

第３３条 法第１１５条の１２第２項第１号（法第１１５条の２１において読み替えて準

用する法第７０条の２第４項において準用する場合を含む。）に規定する条例で定める者

は，法人であり，かつ，暴排条例第２条第４号イ及びエに掲げる者でないものとする。 

（人権の擁護及び虐待の防止） 

第３４条 指定地域密着型介護予防サービス事業者は，利用者の人権の擁護及び虐待の防

止を図るため，責任者の設置その他必要な体制の整備を行うとともに，その従業者に対

する研修の実施その他の必要な措置を講じるよう努めなければならない。 

（暴力団の排除） 

第３５条 指定地域密着型介護予防サービスの事業を行う事業所の管理者及び当該事業の

利用者の利益に重大な影響を及ぼす業務の全部又は一部について一切の裁判外の行為を

なす権限を有し，又は当該管理者の権限を代行し得る地位にある従業者は，暴力団員で

あってはならない。 

２ 前項の事業所は，その運営について，暴力団員等の支配を受けてはならない。 

（記録の保存期間） 

第３６条 指定地域密着型介護予防サービス事業者は，指定地域密着型介護予防サービス

の事業の人員，設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防の

ための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３６号。以下この



章において「省令」という。）第４０条第２項各号，第６３条第２項各号及び第８４条第

２項各号に掲げる記録（以下この章において「特定記録」という。）については，その完

結の日から５年間保存しなければならない。 

（指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の共同生活住居の数） 

第３７条 省令第７３条第１項に規定する指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所

は共同生活住居を有するものとし，その数は，１から３までとする。 

（その他の基準） 

第３８条 第３４条から前条までに定めるもののほか，法第１１５条の１４第１項及び第

２項の規定に基づき条例で定める基準は，省令に定める基準（特定記録の保存期間に係

る基準及び省令第７３条第１項に定める基準を除く。）とする。  

第８章 指定介護療養型医療施設 

（人権の擁護及び虐待の防止） 

第３９条 指定介護療養型医療施設は，入院患者の人権の擁護及び虐待の防止を図るため，

責任者の設置その他必要な体制の整備を行うとともに，その従業者に対する研修の実施

その他の必要な措置を講じるよう努めなければならない。 

（暴力団の排除） 

第４０条 指定介護療養型医療施設の管理者及び指定介護療養型医療施設の入院患者の利

益に重大な影響を及ぼす業務の全部又は一部について一切の裁判外の行為をなす権限を

有し，又は当該管理者の権限を代行し得る地位にある従業者は，暴力団員であってはな

らない。 

２ 指定介護療養型医療施設は，その運営について，暴力団員等の支配を受けてはならな

い。 

（記録の保存期間） 

第４１条 指定介護療養型医療施設は，健康保険法等の一部を改正する法律附則第１３０

条の２第１項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設

の人員，設備及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第４１号。以下この章におい

て「省令」という。）第３６条第２項各号（省令第５０条において準用する場合を含む。）

に掲げる記録（以下この章において「特定記録」という。）については，その完結の日か

ら５年間保存しなければならない。 

（その他の基準） 



第４２条 前３条に定めるもののほか，旧介護保険法第１１０条第１項及び第２項の規定

に基づき条例で定める基準は，省令に定める基準（特定記録の保存期間に係る基準を除

く。）とする。  

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，平成２５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第６条，第１３条，第２０条，第２５条，第３０条，第３６条及び第４１条に規定す

る記録であって，平成２３年３月３１日までに完結したものについては，これらの規定

にかかわらず，その保存期間は２年間とする。 

（関係省令の規定の引用に関する経過措置） 

３ 第８条，第１６条，第２２条，第２６条，第３２条，第３８条及び第４２条の規定の適

用に関する経過措置は，指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基

準，指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準，指定介護老人

福祉施設の人員，設備及び運営に関する基準，介護老人保健施設の人員，施設及び設備

並びに運営に関する基準，指定介護予防サービス等の事業の人員，設備及び運営並びに

指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準，指

定地域密着型介護予防サービスの事業の人員，設備及び運営並びに指定地域密着型介護

予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び健康保険法

等の一部を改正する法律附則第１３０条の２第１項の規定によりなおその効力を有する

ものとされた指定介護療養型医療施設の人員，設備及び運営に関する基準（以下「関係

省令」という。）並びに関係省令の全部又は一部を改正する省令の附則に規定する経過措

置の例による。 

（検討） 

４ 本市は，第８条，第１６条，第２２条，第２６条，第３２条，第３８条及び第４２条の規

定において引用する関係省令の規定が改正されたときは，速やかに，これらの条の規定の改

正の要否を検討し，その結果に基づき，本市の区域の実情に応じた基準の策定に取り組まな

ければならない。 

（関係条例の一部改正） 

５ 京都市介護保険条例の一部を次のように改正する。 



  目次中「第２章の２ 指定地域密着型サービス等の事業の設備及び運営に関する基準（第

３条の２）」を削る。 

  第２章の２を削る。 

（保健福祉局長寿社会部介護保険課） 

 


